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１ 研修について         
浦安市立保育園保育士研修体系 

（令和 7 年度現在） 

ＯＪＴ
～職務を通じての研修～

・職場の先輩が職務を通して、また
　は職務と関連させながら、後輩を
　指導・育成する研修。業務上の指
　導、助言、スーパービジョン、
　ケーススタディ自己評価などによ
　り実施。一人ひとりの知識・技術
　・能力等に応じて、計画的・継
　続的に行う。

保育実践研修

保護者支援・子育て支援研修

マネジメント研修

研
修
分
野

園内研修・療育及び関係機関との連携・保育訪問・非常勤研修・個人研修　等

乳児保育研修

職
種
及
び
経
験
年
数

幼児教育研修

障がい児保育・発達支援研修

食育・アレルギー対応研修

保健衛生・安全対策研修

初任保育士
１級

１～３年目

中堅保育士
２級

４～６年目

主任保育士Ⅰ

３級
１～９年目

副園長補佐

各担任保育士

チームリーダー

管理職
主任保育士Ⅱ

３級
１０年以上

主任保育士
４級

副園長 園長

そ
の
他

ＯＦＦ-ＪＴ
～職務を離れての研修～

・職務命令により、一定期間日常業
　務を離れて行う研修。職場内の集
　合研修と職場外研修への派遣の２
　つがある。各種研修会に計画的・
　積極的に参加できるようにするこ
　とと、研修内容を伝達し日々の保
　育に生かしてていくことが大切。

園長合同会議

幼児教育実践講座 特別支援教育

コーディネー

ター研修会
就学前保育・

教育施設

連携会議

階
層
別
研
修

初任者研修 中堅保育士
研修

主任保育士研修 主任副園長
合同会議

園長研修会

ＳＤＳ
～自己啓発援助制度～

・職員の職場内外での自主的な自己啓
　発活動を職場として認知し、経済的
　・時間的な援助や施設の提供などを
　行うもの。個人が必要とする知識・
　技術を自ら進んで学んだり、自己の
　感性を深め、人間性を豊かにするこ
　とで、保育の質を高めることが重
　要。

 

 多様化する保育ニーズに対して、子どもの健やかな育ちを保障するた

めには、職員一人一人の豊かな人間性、広い社会性高い専門性が必要です。 

 保育園・幼稚園・認定こども園の職員として、資質の維持・向上を図る

ための研究体系を継続的に実施しています。 
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〈幼稚園・認定こども園〉浦安市教職員研修体系 （令和 7年度現在） 

 

経験年数 
キャリアステージⅠ【成長期】 

（初任～７年目） 
キャリアステージⅡ【発展期】 

（８～２８年目） 
キャリアステージⅢ【充実期】 

（２９年目以上） 

研修目標 学級・教科担任等としての 
自覚と資質能力の向上 

ミドルリーダーとしての 
自覚と資質能力の向上 

チーム学校をリードする 
自覚と資質能力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

   

 
 

  

 

 
 

  

 

 

  

 

 特別支援教育コーディネーター研修会 

専
門
研
修
（

29
・

30
年
目
）

国主催研修 市主催研修

(悉皆) 

県主催研修 

市主催研修 

（指定） 

ステップアップ研修Ⅰ 

(主任教諭候補対象層) 

中央研修（管理職） 
園長等運営管理研修（推薦） 

園長研修会 

  幼児教育実践講座 

 

幼
稚
園
等
初
任
者
研
修 

幼
稚
園
等

２
・
３

年
目
教

員
研

修 

 

 園小連携 学びをつなぐ教育実践講座 

主任・副園長合同会議 

幼
稚
園
等

７
年
目

教
員
研

修 

 

主任教諭研修会 

保育技術研修 

層別研修 
（悉皆） 

中
堅
教
諭

等
資
質

向
上
研

修
Ⅰ 

（

8
年
目
～

10
年
目
）

幼
稚
園
等

15
年
目
教

員
研
修 

 

市教委訪問 

市主催研修 
(保育幼稚園課) 

幼児教育アドバイザー育成研修 

全 キ ャ リ ア ス テ ー ジ を 通 じ た 研 修 

その他 

就学前保育・教育施設連携会議 

  教育実践事例発表会 

ステップアップ研修Ⅱ 

(園長候補対象層) 

園内研修         教職員個人の研修 

保育担当職員研修会 

 幼稚園教諭（補助）等研修会  

スマイル先生！円滑な接続のため 

幼児教育研修 

希望研修 

臨時職員等研修 

特別支援教育 

①外国にルーツがある子や保護者の支援に係る研修会    ②学級経営力・生徒指導力向上研修会    

③特別支援教育に係る研修会      ④情報教育に係る研修会     ⑤図画工作実技研修会   [小・中の内容含む] 

＜研修の種類＞ 

指導・援助 
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２ 評価について 

保育や教育の質を継続的に向上させるためには、計画（Plan）に基づき実践し（Do）、

その実践を評価し（Check）、改善（Action）に結び付けていくというＰＤＣＡの循環の

継続が重要です。 

職場内の保育者同士で実践を評価し検証することにより、保育の改善のための課題や方

策が明確になります。また、自己評価の結果や改善に向けて取り組む過程などを保護者や

地域住民等に伝えることにより、施設運営の透明性を高め、保護者等からの信頼を得るこ

とが期待されます。  

さらには、第三者の客観的な評価を受け、異なった視点からの改善を検討し、その結果

やプロセスについても公表していくことが大切です。 

 

＜市立保育園の第三者評価＞ 

保育園では、保育サービスの質の向上に向けた取り組みの促進と利用者への適切な情報

提供を目的として、定期的に第三者評価を受けています。 

第三者評価は、１、施設面評価 ２、保育面評価 ３、利用者調査から構成されています。 

１、施設面評価では 

Ⅰ福祉サービスの基本方針と組織 Ⅱ組織の運営管理 Ⅲ適切な福祉サービスの実施 

２、保育面評価では 

Ⅳサービスの内容（子どもの発達援助・子育て支援）などを評価しています。 

評価結果は、市のＨＰにも公表されており、各園はこの第三者評価の結果をふまえ、サー

ビスの改善に努めています。 

＜保育所における自己評価ガイドライン＞（厚生労働省 ２０２０年改訂版） 

 各施設が、継続的に保育の充実や改善を図っていく上で、このガイドラインを活用し、

職員間の協働性をより高めていくことが求められています。 

 

 

＜市立幼稚園・認定こども園の幼稚園関係者評価＞ 

幼稚園における学校評価については、各幼稚園が行った自己評価の結果の結果及びそれ

を踏まえた今後の改善方策について、保護者などにより構成される幼稚園関係者評価を平

成24年度より行っています。学校関係者評価は、自己評価の客観性・透明性を高めるとと

もに、幼稚園・家庭・地域が幼稚園の現状と課題について共通理解を深めて相互の連携を

促し、学校運営の改善への協力を促進することを目的としています。 

主な評価項目は、以下の通りです。 

（１） 自己評価結果に関すること 

（２） 自己評価結果を踏まえた今後の改善方策の適切さに関すること 

（３） 幼稚園の重点目標や自己評価の評価項目等の適切さに関すること 

（４） 幼稚園運営の改善に向けた取組みの適切さに関すること 

（５） その他自己評価の結果等に関し必要な事項に関すること 
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３ 保育園の一日の生活 

   

開園時間 

○随時登園 

  

７：００～ 開園時間 

○随時登園 

  ・先生や友達にあいさつする 

  ・所持品の始末をする 

   

○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

  

 〇おやつ 

８：３０～ 

 

 

  ○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

 

 ・排泄 

 （おむつ交換） 

 ・手洗い 

 ○指導計画に 

  基づく活動 

１０：００～   ○片付け 

  ・排泄 

  ○指導計画に 

基づく教育活動 

 

○昼食（給食） 

 ・排泄 

 （おむつ交換） 

 ・手洗い 

 ・着替え 

１１：００～ 

 

   

・着替え 

○昼食（給食） 

  ・排泄 

・手洗い、うがい 

  ・当番活動 

   

 

 〇午睡 

１２：００～ ・食後、口をゆすぐ 

 ○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

 ・排泄 

 （おむつ交換） 

１３：００～ ○午睡 

・排泄 

 ○起床 

 ・排泄 

 （おむつ交換） 

 ○おやつ 

 ○それぞれ 

  好きな遊びを楽しむ 

１５：００～   ○起床 

  ・排泄 

  ○おやつ 

 ・食後、口をゆすぐ 

 ○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

   

 ○随時降園 １６：３０～ ○随時降園 

延長保育 

 ○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

   延長保育 

○それぞれ好きな遊びを楽しむ 

閉園時間 １９：００   閉園時間 

 

たとえば、ある保育園
の一日の生活の流れ
を紹介すると… 

時間帯は、年齢によって多少の差があります。特に０・１歳児は、

月齢差・体調によって、一人一人の状態に応じた保育を行います。 

個人差が大きいので、

一人一人の子どもの

成長に合わせてすす

めています。 

疲れや緊張を和らげ

るように休息をとり

ます。 

眠れないときには 

横になり、体を休め、

静かに過ごせるよう

にしています。 

旬の素材を使って

給食を作っていま

す。 

小学校入学に向けて、５歳児

クラスは午睡時間を短くし

たり、無くしたりしていきま

す。 

疲れたときや眠くなったと

きには、体を休めるようにし

ています。 

おやつも一日の中

の食事と考え、提供

しています。 

０・１・２歳児 ３・４・５歳児 

顔色をみたり、スキン
シップをとったりし
ながら受け入れてい
ます。 

自分の好きな遊びを

みつけてじっくりと

取り組んだり、友達

や保育者と一緒に 

遊んだりします。 

指導計画に基づいた
教育活動は、クラス
全員で行ったり、 
グループで行ったり
しながら、さまざま
な経験や活動をして
います。 

各家庭の保育必要量に応じて 

保育標準時間・保育短時間の認定

を受け入園となります。 
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４ 幼稚園・認定こども園の一日の生活 

 

認定こども園 

７：３０～   保育（保護者の就労・家庭の事情に応じて） 

幼稚園・認定こども園 

８：５０～ 

９：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１：３０～ 

 

 

 

 

１２：４５～ 

 

 

 

１３：３０～ 

 

 

 

 

 

１４：００ 

登園 

○登園時の活動  

・先生や友達にあいさつをする。 

 ・帽子、かばんなどをロッカーにしまう。 

 ・手洗い、うがいをする。 

 ・当番活動をする。（出欠報告・飼育等） 

○指導計画に基づく教育活動 

・各々、先生や友達と一緒に遊びに取り組む。

（室内や園庭で） 

・みんなで一緒に、楽しい活動に取り組む。 

・片付ける。 

○昼食時の活動 

 ・排泄、手洗い、うがいをする。 

 ・当番は、机を拭く。 

 ・あいさつをし、食事をする。 

 ・歯を磨き、片付ける。 

○指導計画に基づく教育活動 

・午前中の遊びの続きをしたり、別の興味や関

心のある遊びをしたりする。 

・片付ける。 

○降園時の活動 

・先生の話を聞いたり、絵本や紙芝居を見たり

する。 

・みんなで歌ったり、ゲームをしたりする。 

・今日一日の出来事について、話を聞いたり、

話したりする。 

降園 

認定こども園 

～１８：３０   保育（保護者の就労・家庭の事情に応じて） 

 
 
 

◆時間 
興味関心に基づき、自然な生活の流れを作り出します。 
年齢や時期・活動内容に応じて時間の区切りは変わります。 

たとえば、ある園
の一日の生活の流
れを紹介すると… 

◆降園時の活動 
帰りのひと時は、絵本や

紙芝居を見たり、ゲームを
したり、歌を歌ったりして、
みんなで一緒に何かをする
楽しさを味わいます。また、
今日一日の出来事を話し合
ったり、明日の予定を知ら
せたりしながら、明日への
期待をもたせます。 

◆登園時の活動 
教員は幼児一人一人にあ

いさつをしたり、声をかけ
たりしながら、体調や心情
面を見ています。また、身
の回りのことが進んで行え
るように指導します。 

◆指導計画に基づく 
教育活動 

 幼児の成長発達に必要な
経験ができるように保育室
や園庭の環境が整えられて
います。体を動かす活動、
自然と関わる活動、表現（リ
ズム・造形・言葉）活動等
があります。 
活動には、個々に行う活

動・グループで行う活動・
学級全体で行う活動といろ
いろあります。 
個やグループの活動は、

一人一人の幼児が自分の興
味の対象に思いきり熱中で
きる時間です。保育室や園
庭で友達といろいろな遊び
を展開する時間で、自発的
な態度や友達と関わる力等
を身に付け、豊かな心を養
います。 
学級全体での活動は、友

達と一緒に活動する楽しさ
を味わい、社会性を育み、
個性を発揮することなどを
学んでいきます。 
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５ 小学校の一日の生活 

 
 
 
  

８：１５ 

 

８：２５～ 

 

８：３５～ 

 

９：２０～ 

 

９：３０～ 

 

１０：１５～ 

 

１０：３５～ 

 

１１：２０～ 

 

１１：３０～ 

 

１２：１５～ 

 

１３：００～ 

 

１３：２５～ 

 

１３：４５～ 

 

１４：３０～ 

 

１４：４０ 

 

○登校 ① 

 

朝の会 

 

１時間目 ② 

 

移動・準備 

 

２時間目 

 

○業間休み ③ 

 

３時間目 

 

移動・準備 

 

４時間目 

 

○給食 ④ 

 

昼休み 

 

○清掃 ⑤ 

 

５時間目 

 

帰りの会 ⑥ 

 

○下校 

 

 
 

Ａ小学校１年生の一日の例 

①学校に着くと自分の教

室に入り、持ってきた学

習用具を机の引き出し

に入れ、ランドセルをロ

ッカーに入れます。 ②授業の始まりと終わり

にはチャイムが鳴りま

す。 

 始まりのチャイムが鳴

り終わるまでに自分の

席に着きます。 

③授業と授業の間には、決

められた休み時間があ

ります。 

④給食は、「準備１５分、

食事２０分、片付け 

１０分」を、目安とし

ています。 

 交代で給食当番とな

り、配膳や片付けをし

ます。 ⑤清掃は学級全員で分担

をします。１年生も自分

たちの教室とその廊下

を中心に１５分ほどか

けてきれいにします。 
⑥５時間目が終わったと

ころで「帰りの会」を行

い、その日の反省をした

り次の日の連絡を聞い

たりします。 

一日の時程は、小学校によって多少異なっています。 
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※ 保育園・幼稚園・認定こども園は、地域に開かれた子育て支援を行っていま

す。 

名称 施設 内容 

子育てすこやか広場 
市立幼稚園・ 

認定こども園 

未就学の親子で安心して遊べる場や保

護者同士の交流の場として園を開放し

ています。 

預かり保育 認定こども園 
保育時間前後や長期休業中に保育が困

難になった場合、お預かりします。 

一時預かり 
すまいるルーム 

（市立幼稚園） 

預ける理由を問わず、短時間の保育を

行います。 

電話相談 保育園等 
子育てに関する悩みなど電話で相談に

応じます。 

園庭開放 保育園等 
園庭開放、行事への参加、保育体験な

ど行います。 

一時預かり 保育園等 

就労や病気、私的な理由など一時的に

保育が困難になった場合、お預かりし

ます。 

地域子育て 

支援センター 
保育園等 

親子が交流できる場や子育てに関する

相談や情報提供をしています。 

 

機関 内容 

こども家庭

センター 

母子保健課 
お子さんの健康や育児に関することなど、随時相談に応

じます。 

こども 

家庭支援 

センター 

お子さんは、よい家庭環境や恵まれた地域環境のもとで

健やかに生まれ育つ権利を持っています。家庭児童相談

室では、子どもを育てていくうえで様々な悩みや心配事

について家庭相談員が相談に応じています。 

こども発達センター 

心身の発達に遅れや気がかりのあるお子さんが地域にお

いて自分らしく健やかに育ち、ご家族が安心して子育て

できるように支援します。 

教育センター 特別な教育的支援を要する園児の就学相談に応じます。 

うらやすファミリー・ 

サポート・センター 

育児の援助を受けたい、行いたい人、両方とも希望する

人が支えあいながら子育てを行う会員組織です。 

６ 関係機関 


